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「企業主導型保育所」重要事項説明書 
 

 

 

イワベの保育所は、ご契約者に対して企業主導型保育事業サービスを提供します。 

施設の概要や提供されるサービスの内容、契約上ご注意いただきたいことを、次の通り説明します。 

 

 

1 施設経営法人 

（1） 法 人 名 社会福祉法人 福祉楽団 

（2） 法 人 所 在 地 千葉県千葉市美浜区中瀬二丁目 6番地 1 

（3） 電 話 番 号 043-307-2828 

（4） 代 表 者 氏 名 理事長 飯田 大輔 

（5） 設 立 年 月  2001年 12月７日 

 

 

2 ご利用施設  

（1） 施 設 の 種 類 企業主導型保育所 

（2） 施 設 の 名 称 イワベの保育所 

（3） 施 設 の 所 在 地 千葉県香取市岩部 869番 48 

（4） 電 話 番 号 0478-70-5665 

（5） 施 設 長 西山 啓介 

（6） 開 設 年 月 2020年 2月 1日 

(7)  通 常 開 所 時 間 6：45～ 18:00 

（8） 利 用 定 員 15名（うち自社従業員枠 10名・地域枠 5名） 

 

 

3 サービス提供者の義務 

 イワベの保育所では、サービスを提供するにあたって、次のことを守ります。 

① 

② 

 

③ 

 

④ 

児童の生命・身体・財産の安全確保に配慮します。 

児童の体調・健康状態から見て必要な場合には、保護者に聞きとり確認の上、医師と連携

し、医療上の対応を行います。 

提供したサービスについて記録を作成し、2 年間保管するとともに、保護者または代理人

の請求に応じて閲覧させ、複写物を交付します。 

事業者およびサービス従事者または従業員は、サービスを提供するにあたって知り得た児 

童またはご家族等に関する事項を、正当な理由なく第三者に漏洩しません。 
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4 施設・設備等の概要 

（1） 建 物 構 造 木造 1階建 

（2） 面 積 建物 99.37㎡  屋外遊戯場 114㎡ 

(3)  防災・防犯設備 火災通報設備・警備会社非常通報設備・機械警備システム・消火器 

 

    イワベの保育所では、下記の施設・設備をご用意しています。 

設備の種類 設置数 備 考 

乳 児 室 1室 12.42㎡ 

ほ ふ く 室 1室 12.42㎡ 

保 育 室 1室 22.00㎡ 

調 理 室 1室 4.67㎡ 

便 所 1室 4.56㎡ 

屋 外 遊 技 場 1ヶ所 114.00㎡ 

  

※ 上記は、公益財団法人児童育成協会が定める基準により、企業主導型保育所に必置が

義務づけられている施設・設備です。 

 

5 職員の配置状況 

 

 

イワベの保育所では、ご契約者に対して企業主導型保育事業を提供する職員として、

以下の職種の職員を配置しています。 

なお、保育従事者については、指定基準を満たした職員数を配置しています。 

 

 職 種 人員 

1 施設長（管理者） 1名 

2 保育従事者（保育士・子育て支援員） 2名以上 

3 嘱託医・嘱託歯科医 各 1名 

 

〈主な職種の勤務体制〉 

職 種 勤務体制 

1 管理者 8：45 ～ 17：45 

2 保育従事者 6：30 ～ 15：30 

7：30 ～ 16：30 

8：00 ～ 17：00 

8：45 ～ 17：45 

9：15 ～ 18：15 
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6 保育計画（ケアプラン）の作成 

  イワベの保育所は、児童に対して、具体的なサービス提供方針やサービス内容を、個別に作成 

する「保育計画」（ケアプラン）に定めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 保育の目標 

 保育所は、子どもが生涯にわたる人間形成にとって極めて重要な時期に、その生活時間の大半

を過ごす場です。このため、保育所の保育は、子どもが現在を最も良く生き、望ましい未来をつ

くり出す力の基礎を培うために、次の目標を目指して行なっていきます。 

 

・ 十分に養護の行き届いた環境の下に、くつろいだ雰囲気の中で子どもの様々な欲求を満たし、

生命の保持および情緒の安定を図ります。 

・ 健康、安全など生活に必要な基本的な習慣や態度を養い、心身の健康の基礎を培います。 

・ 人との関わりの中で、人に対する愛情と信頼感、そして人権を大切にする心を育てるとともに、

自主、自立および協調の態度を養い、道徳性の芽生えを培います。 

・ 生命、自然および社会の事象についての興味や関心を育て、それらに対する豊かな心情や思考

力の芽生えを培います。 

 ・ 生活の中で、言葉への興味や関心を育て、話したり、聞いたり、相手の話を理解しようとする

など、言葉の豊かさを養います。 

・ 様々な体験を通して、豊かな感性や表現力を育み、創造性の芽生えを培います。 

 

 また、保育所は、入所する子どもの保護者に対し、その意向を受け止め、子どもと保護者の安

定した関係に配慮し、保育所の特性や保育士等の専門性を生かして、援助を行なっていきます。 

 

 

子どもの発達過程、生活リズムおよび心身の状態に十分に配慮し、健全な心身の 

発達を図るための目標とサービス内容を設定し、ケアプラン原案を作成します。 

 

保護者に対してご説明し、承認をいただきます。 

 

ケアプランに沿ってサービスを提供します。 

 

1ヶ月に１回、もしくは保護者の要請に応じて、ケアプランに変更の必要がある

かどうかを確認します。変更の必要がある場合には、保護者と協議して、ケア  

プランを変更します。 
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8 保育の内容 

 ①食事 

・ 管理栄養士の作成する献立表により、栄養と児童の身体状況および嗜好を考慮した食事を提供

します。離乳食およびアレルギー対応食の提供も可能です。 

・ 児童の食事パターンを大切にし、食のすすむ努力をします。 

・ ご希望により、ご自宅から昼食を持参して頂くことも可能です。 

・ 食事時間は原則として下記の範囲です。体調管理または保護者の希望等により、時間を変更す

ることがあります。 

 昼 11:30～13:00  おやつ 15:00～15:30 

 

    ②排泄 

・ 排泄の自立を促すため、児童の成長過程に合わせ、身体能力を最大限活用した援助を行います。 

・ 児童の排泄パターンを把握し、最適なケアが提供できるよう努めます。 

 

 ③午睡 

・ 安心して眠ることのできる安全な睡眠環境を確保するとともに、睡眠時間は子どもの発達の状

況や個人差があることから、一律とならないよう配慮していきます。 

・ 0 歳児は 5 分、1 歳児は 10 分、2～3 歳児は 15 分ごとに睡眠状況を確認し、安全に午睡ができ

るようにしていきます。 

 

 ④健康管理 

・ 子どもの心身の健康状態や疾病等の把握のために、嘱託医等により定期的に健康診断を行い、

その結果を記録し、保育に活用していきます。 

・ 保育中に体調不良や傷害が発生した場合は、その子どもの状態等に応じて、保護者に連絡する

とともに、適宜、嘱託医や子どものかかりつけ医等と相談し、適切な処置を行ないます。 

・ 感染症やその他の疾病の発生予防に努め、その発生や疑いがある場合には、必要に応じて嘱託

医、市区町村、保健所等に連絡し、予防等について協力を求めます。 

・ アレルギー疾患を有する子どもの保育については、保護者と連携し、医師の診断および指示に

基づき、適切な対応を行ないます。また、食物アレルギーに関して、管理栄養士と連携し、専

門性を生かした対応を図っていきます。 

・ 子どもの疾病等の事態に備え、救急用の薬品、材料等を適切な管理の下に常備し、全職員が対

応できるようにしていきます。 

 

⑤環境および衛生管理 

・ 施設の温度、湿度、換気、採光、音などの環境を常に適切な状態に保持するとともに、施設内

外の設備および用具等の衛生管理に努めます。 

・ 施設内外の適切な環境の維持に努めるとともに、子どもおよび全職員が清潔を保つようにしま

す。また、職員は衛生知識の向上に努めていきます。 
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⑥事故防止および安全対策 

・ 保育中の事故防止のために、子どもの心身の状態等を踏まえつつ、施設内外の安全点検に努め、

安全対策のために全職員の共通理解や体制づくりを図るとともに、家庭や地域の関係機関の協

力の下に安全指導を行なっていきます。 

・ 事故防止の取り組みを行う際には、特に、睡眠中、プール活動・水遊び中、食事中等の場面で

は重大事故が発生しやすいことを踏まえ、子どもの主体的な活動を大切しつつ、施設内外の環

境の配慮や指導の工夫を行うなど、必要な対策を講じます。 

・ 保育中の事故の発生に備え、施設内外の危険箇所の点検や訓練を実施するとともに、外部から

の不審者等の侵入防止のための措置や訓練など不測の事態に備えて必要な対応を行います。 

  

9 
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利用日および利用時間 

利用日および利用時間については、利用申込書（様式第 1号）に記載された日数・時間でのご利

用となります。 

やむを得ない事情により利用時間を超えて利用する必要がある場合は、お迎え予定時刻の 30 分

前までに連絡をお願いいたします。 

通常の保育利用日以外に利用を希望される場合は、3日前までに連絡をお願いいたします。当日

の児童数、人員体制によっては、お受けできない場合がございます。 

  

利用料金 

 従業員枠の保育利用料は、利用乳幼児 1人につき次のとおりとします。 

（従業員枠） 

1回の利用時間が 5時間まで 800円 
 

・ 1 回の利用時間が 5時間を超える場合の保育利用料は、5時間以降 1時間ごとに 100円

を加算した額となります。 

・ 昼食が不要の場合は、上記利用料から 300円を差し引きます。 

・ 従業員枠の保育利用料は、従業員枠の保護者 1人につき 1日の利用乳幼児が 3人以上利

用するときは、3人目以降の保育所利用料は無料となります。 

 

従業員枠の利用乳幼児が、幼児教育・保育の無償化の対象となる場合の保育利用料は、 

次のとおりとします。 

（従業員枠 幼児教育・保育の無償化対象） 

年齢 利用料 副食費 

0～2歳 無料 無料 

3～5歳 無料 徴収 

 

地域枠の保育利用料は、利用乳幼児 1人につき次のとおりとします。 

（地域枠） 

年齢 3歳未満児 3歳以上児 4歳児以上 

利用料（月額） 37,000円 26,600円 23,100円 

副食費（月額） －  4,500円 4,500円 
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・ 地域枠の利用乳幼児が、幼児教育・保育の無償化の対象となる場合には、利用料は  

無料となります。 

・ 日額の料金は、上記利用料を 20日で割った額となります。 

・ 日額の料金が該当となるのは、1か月の利用日数が 10日未満の場合となります。 

 

保育所は、支払いを求める場合には、あらかじめ保護者に対し、費用に関し説明を行い、

保護者から同意を得るものとします。 

保育利用料は月末で締め、利用乳幼児の保護者から受領するものとします。 

ただし、従業員枠の保護者は翌月に支払われる給与より控除して徴収します。 
 

 

11    

 

お支払い方法 

 前記 10の料金は、1か月ごとに計算し、当月末締めにて、ご請求します。(月 10日未満

のサービスに関する利用料金は、利用日数に基づいて計算した金額となります。) 

・ お支払方法は、口座振替となります。入所時、所定のお手続きをお願いします。 

・ サービスをご利用した翌月の 27 日に自動引き落としされます。27 日が休日の場合は  

翌営業日に引き落としされます。 

・ 従業員枠の保護者は、翌月に支払われる給与より控除して徴収します。 

 

12 入所中の医療の提供について 

 医療を必要とする場合は、保護者の希望により、下記協力病院において診療を受けるこ

とができます(ただし、下記医療機関での優先的な診療を保証するものではありません。ま

た、下記医療機関での診療を義務づけるものでもありません)。 

①  協力病院 

医療機関の名称 医療法人 見龍堂医会 松浦医院 

所 在 地 〒287-0003 千葉県香取市佐原イ 2907番地 1 

電 話 番 号 0478（52）2065 

診 療 科 小児科 

提 携 内 容 健康診断(年 2回)・緊急時の診察・健康管理に係る相談 

 

② 協力歯科医院 

歯科医院の名称 あじさい歯科 

所 在 地 〒289-2241 千葉県香取郡多古町多古 1101-1 GRID201 

電 話 番 号 0479（85）8661 

診 療 科 歯科 

提 携 内 容 歯科検診(年 2回)・緊急時の診察・健康管理に係る相談 
 

  

13  契約の終了について 

 イワベの保育所との契約では契約が終了する期日は特に定めていません。したがって、 

以下のような事由がない限り、継続してサービスを利用することができますが、仮にこの

ような事項に該当するに至った場合には、イワベの保育所との契約は終了となります。 
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《契約が終了する事由》 

① 小学校就学の始期に達したとき 

② 事業者が解散した場合、倒産した場合またはやむをえない事由により保育所を閉鎖した場合 

③ 施設の滅失や重大な毀損により、児童に対するサービスの提供が不可能になった場合 

④ 当施設が企業主導型保育事業の指定を取り消された場合 

⑤ 保護者から退所の申し出があった場合  詳細は（1）をご参照ください。 

⑥ 事業者から退所申し出を行った場合   詳細は（2）をご参照ください。 

 

（1） 保護者から退所の申し出 

 契約の有効期間であっても、保護者より当施設への退所を申し出ることができます。その場

合には、退所を希望する日の 7日前までに保育所利用中止届をご提出ください。 

 ただし、以下の場合には、即時に契約を解約・解除し、施設を退所することができます。 

 ①利用料金の変更に同意できない場合 

②事業者もしくはサービス従事者が正当な理由なく本契約に定めるサービスを実施しない 

場合 

③事業者もしくはサービス従事者が守秘義務に違反した場合 

④事業者もしくはサービス従事者が故意または過失により児童の身体・財物・信用等を傷つ

け、または著しい不信行為、その他本契約を継続しがたい重大な事情が認められる場合 

⑤他の児童が児童の身体・財物・信用等を傷つけた場合もしくは傷つけるおそれがある場合

において、事業者が適切な対応をとらない場合 

 

（2） 事業者からの申し出により退所していただく場合 

 以下の事項に該当する場合には、当施設から退所していただくことがあります。 

 

14  反社会的勢力の排除について 

 社会福祉法人福祉楽団は、暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係者、総会屋その他

反社会的勢力（以下、反社会的勢力という）のいずれでもなく、また反社会的勢力が経営に形式

的、実質的に関与している法人等でないことを表明します。 

反社会的勢力から不当要求その他不当な介入を受けたときはこれを拒否し、捜査機関へ通報し

ます。 

① 契約締結時に、児童の心身の状況および病歴等の重要事項について、故意にこれを告げず、また 

  は不実の告知を行い、その結果本契約を継続しがたい重大な事情を生じさせた場合 

② サービス利用料金の支払いが、3か月以上遅延し、相当期間を定めた催告にもかかわらずこれが 

  支払われない場合 

③ 故意または重大な過失により事業者またはサービス従事者もしくは他の児童等の生命・身体・ 

財物・信用等を傷つけ、または著しい不信行為を行うことなどによって、本契約を継続しがたい 

重大な事情を生じさせた場合 
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15 損害賠償について 

 イワベの保育所において、事業者の責任により児童に生じた損害については、事業者は

速やかにその損害を賠償いたします。 

ただし、その損害の発生について、児童に故意または過失が認められる場合には、   

児童のおかれた心身の状況を斟酌して、相当と認められるときに限り、事業者の損害賠償

を減じる場合があります。 

 

保 険 の 種 類 賠償責任保険 

契 約 会 社 損害保険ジャパン日本興亜株式会社 

保 険 事 故 

（ 内 容 ） 

施設所有者管理者 

生産物 

保 険 金 額 身体（1名） 5億円 

  （1事故）5億円 

 

保 険 の 種 類 災害共済給付 

契 約 法 人 独立行政法人日本スポーツ振興センター 

保 険 事 故 

（ 内 容 ） 

入所時の災害（負傷、疾病、障害または死亡）が発生

した時に、災害共済給付（医療費、障害見舞金または

死亡見舞金の給付）を行う、国・施設の設置者・保護

者の三者の負担による互助共済制度 

保 険 金 額 死亡見舞金 最大 3,000万円 

障害見舞金 最大 4,000万円 

共 済 掛 金 乳幼児 1人につき、365円（1年間） 

保護者負担 210円／施設負担 155円 

※給付制度で定められた負担割合となります。 

 

 

16 苦情の受付について 

(1) イワベの保育所における苦情の受付 

 苦情やご相談は以下の相談窓口で受け付けています。 

  

 ○窓口または電話での受付 

 [受付担当者]  新堀 香織 

[解決責任者]  西山 啓介 

 受付時間  9:00 ～ 17:00 

電話番号  0478-70-5665 

 ○投書による受付 

 郵送先  千葉県香取市岩部 869番 60 

 ○電子メールによる受付 

 kurimoto@gakudan.org 
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（2） 苦情解決の方法 

 法人の定める「苦情解決規程」に従い原因と解決方策を検討します。苦情解決に社会性や

客観性を確保し、利用者の立場や状況に配慮した適切な対応を推進する為に、「第三者委員」

を設置しています。 

[第三者委員] 竹嶋 信洋（社会福祉士）k-best@kanto.me 

山田 恵太（弁護士）    yamada@mieli-law.jp 

  

（3） その他苦情受付機関 

 
 市 町 村 担当窓口 

香取市役所  

子育て支援課 保育班 

所 在 地 千葉県香取市佐原ロ 2127番地 

電 話 番 号 0478-50-1257 

17 虐待の防止のための措置に関する対応 

 職員による児童への虐待防止のため、以下の措置を講じています。 

① 年に 2回、職員に対して虐待防止研修を実施 

② 虐待防止マニュアルの作成、運用 

  

18 

 

緊急時における関係機関連絡先 

機関名 連絡先 

香取市役所 
０４７８－５４－１１１１（代表番号） 

０４７８‐５０‐１２５７（子育て支援課） 

香取広域市町村圏事務組合 ０４７８‐５２‐０１１９（消防本部・佐原消防署） 

 ０４７８‐７５‐２１３１（栗源分遣所） 

警察署 ０４７８‐５４‐０１１０（香取警察署） 

 ０４７８‐７５‐２０５９（岩部駐在所） 

香取保健所 ０４７８‐５２‐５０５６（地域保健福祉課） 

児童相談所 

全国共通ダイヤル 
１８９ 

銚子児童相談所 ０４７９－２３－００７６ 

連携医療機関（小児科） ０４７８‐５２‐２０６５（松浦医院) 

整形外科 ０４７９－６３－８１１１（総合病院 国保旭中央病院） 

休日診療所 

(小児科・内科) 
０４７９‐６３‐８１１１（総合病院 国保旭中央病院） 

こどもの急病電話相談 ０４３‐２４２‐９９３９ 

小児救急電話相談 ＃８０００ 
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私は、サービスの提供開始に際し、本書面に基づき重要事項の説明を行いました。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

私は、本書面に基づいて事業者から重要事項の説明を受け、企業主導型保育事業サービス提供開始に 

同意しました。 

 

20  年    月    日 

    

児 童  氏   名    

    

    

保 護 者  住 所  

  氏  名 印   

 

 

説明者 

イワベの保育所 

職名   氏名           印 


